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駐
日
ガ
ー
ナ
大
使
が
借
り
て
い
た
ビ
ル
に
お
い
て
賭
博
が
な
さ
れ
て
い
た
件
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

本
年
三
月
十
九
日
、
駐
日
ガ
ー
ナ
大
使
が
借
り
て
い
た
東
京
都
渋
谷
区
内
の
ビ
ル
の
一
室
（
以
下
、
「
部
屋
」
と
す
る
。
）

が
バ
カ
ラ
賭
博
の
会
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
警
視
庁
の
調
べ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
右
に
関
し

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
六
第
八
九
号
）
で
は
、
「
捜
査
機
関
の
具
体
的
活
動
に
関
わ
る
事
柄
が
含
ま
れ
て
お
り
、

今
後
の
捜
査
活
動
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。

右
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
今
回
の
事
件
以
外
に
も
、
我
が
国
に
あ
る
各
国
の
在
外
公
館
に
お
い
て
、
賭
博
等
の
違
法
行
為
が

行
わ
れ
て
い
る
事
例
は
過
去
に
あ
っ
た
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
前
文
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
の
み

で
あ
っ
た
。
過
去
の
事
例
の
有
無
を
問
う
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
に
、
「
捜
査
機
関
の
具
体
的
活
動
に
関
わ
り
、
捜
査
活
動

に
支
障
を
来
す
」
と
政
府
が
考
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
説
明
を
求
め
る
。

二

前
文
の
答
弁
を
起
草
・
起
案
し
た
者
の
官
職
並
び
に
氏
名
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

本
年
三
月
十
九
日
付
読
売
新
聞
夕
刊
の
記
事
（
以
下
、
「
記
事
」
と
す
る
。
）
に
よ
る
と
、
警
視
庁
は
三
月
五
日
午
後
十

一
時
過
ぎ
に
「
部
屋
」
に
踏
み
込
み
、
男
女
十
名
を
賭
博
開
帳
図
利
容
疑
で
現
行
犯
逮
捕
を
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
「
記

一



事
」
に
あ
る
よ
う
に
、
警
視
庁
が
「
部
屋
」
に
踏
み
込
み
、
容
疑
者
を
逮
捕
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
の
か
。
確
認
を
求
め

る
。

四

今
回
の
事
件
以
外
に
も
、
我
が
国
に
あ
る
各
国
の
在
外
公
館
に
お
い
て
、
賭
博
等
の
違
法
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
事
例
は

過
去
に
あ
っ
た
か
。
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
は
一
つ
も
な
か
っ
た
の
か
、
確
認
を
求
め
る
。

五

四
で
、
あ
っ
た
の
な
ら
、
捜
査
機
関
の
具
体
的
活
動
が
す
で
に
終
了
し
て
お
り
、
今
後
の
捜
査
活
動
に
支
障
を
来
す
こ
と

の
な
い
事
例
に
つ
い
て
の
み
、
説
明
を
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


